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紹

介

大
賀
哲

・
杉
田
米
行
編

『
国
際

社
会

の
意
義

と
限
界
-

理
論

・
思
想

・
歴
史
1
」

(国
際
書
院
、

二
〇
〇
八
年
六
月
、
三
四

一
頁
)

本

書

は
、
「国

際
社

会

を
国
際

関

係
論

の
研

究
対

象

と
し

て
狭
義

に
捉

え

る

の
で
は

な
く
、
む

し
ろ
そ

れ

を
政
治

学

の
広

い
文
脈

に
位

置

づ
け

、

隣
接

分

野
を
横

断

す
る
形

で

「
国

際
社
会

の
政
治

学
」

を
検

証
す

る
」

(
11
頁
)
と

い
う
目
的

を
掲

げ

る
。
こ

の
課
題

に
対

し

て
、
「
第

Ｉ
部

国

際
社

会

の
規
範

・
法

・
制

度

」

と

「
第
Ⅱ

部

国
際
社

会

の
思
想

・
歴

史

・
文
化

」

の

2
部

、

13

の
論

稿

が

そ
れ
ぞ

れ

の
形

で
ア
プ

ロ
ー
チ

し

て

い
る
。

第

1
部

の
6

つ
の
章

は
、

国
家

、
国

際
社

会

の
重
層

的

な
文
脈

に
お

い
て
規
範

形
成

の
動
態

と
機

能
を

考
察

す

る
。

第

1
章

(足
立

研
幾

)
で

は
、

国
家

間

の
社

会

の
特
徴

を
有

す

る

「
国

際

」
社
会

と

い
う

現
状

に
お
け

る
、
グ

ロ
ー

バ

ル
な

イ

ッ

シ

ュ
ー

の
解

決

に
向

け

た
各
国

政
府
ー

N
G

O
関
係

を
概

観

し
、
関

係

の
進

展
が

地

域

性
あ

る

い
は
問

題
領

域

に
よ

っ
て
偏
り

が
あ

る

こ
と
を

指
摘

す

る
。

さ
ら

に
、

N
G
O

の
活

動
が

政
府

と
協

働

す

る

こ
と
が
、

「
国

際
」
社

会

を

維
持

す

る
共
犯

関
係

を
形

成

す
る

こ

と

に
も

言
及

す

る
。

第

2
章

(
西
谷
真

規

子
)

は
、

ア

メ
リ

カ

の
対

人
地

雷
条

約

へ
の
対

応

を
例

に
、

国
際

N
G

O

と

い

っ
た

ト

ラ

ン
ス
ナ

シ

ョ
ナ

ル
な

主
体

が

規
範

を
形

成

す
る

メ

カ

ニ
ズ

ム
に

つ

い
て
考

察

す
る
。

そ

し

て
、

規
範

の
浸

透

に
関
連

し

て
、

国
家

が
国

際
的

評
判

を
懸

念

す
る

評
判
政

治

を

背
景

に
、

国
内

国

際

レ

ベ
ル
を
連

携

さ
せ

た
政
策

変
更

の
ダ

イ

ナ

ミ
ズ

ム

に
お
け

る
N
G

O

ら

の
媒

介
的

役
割

を
指

摘

し

て

い
る
。

第

3
章

(五
野

井
郁

夫
)

で
は
、
対

外
債

務

キ

ャ

ン
ペ
ー

ン
と

い
う

非
条

約

型

の
事

例

を
挙

げ
、
国
境

を
越

え
た

市
民

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
が
、

モ

ニ
タ

リ

ン
グ

に
よ

っ
て
国

家

の
逸

脱
行
動

を
指

摘

す
る

こ

と

で
規

範

形
成

に
寄
与

し

て

い
る
と

す

る
。

そ

し

て
、
そ

の
行

動
が

現
下

の
国

際

秩
序

の
変

革

、
す

な

わ
ち

国
家
間

関
係

の
限
界

、
排
除

性

を
乗

り
越

え

た

世
界

政
治

の
公

共
圏

構
築

の
可
能
性

を
高

め
て

い
る

と
指
摘

す

る
。

第

4
章

(大
賀

哲
)

は
、

ア
ジ

ア

・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
地

域
安

全
保

障

の
取

り
組

み
を
例

に
、

「
人

道
的

規
範

」
と

「
内
政

不
干

渉
規

範
」
の
緊

張
関

係

を
考

察

す
る
。
そ

し

て
、
主
権

と
人

道
規

範

の
問
題

に

つ
い
て
、

地

域
偏

差

を
指
摘

す

る

と
と
も

に
、

C

・
シ

ュ
ミ

ッ
ト

の
議
論

を
参

照

点

に
両

者

の
関
係

性

を
析
出

し
て

い
る
。

第

5
章

(庄

司
真

理
子

)

で
は
、

国
連

安
保

理
経

済
制

裁
決

議

を
通

じ

て
、

国
際

社
会

に
お

け
る
行

為
主

体

の
多
様

化

を
確
認

し

て

い
る
。

す
な

わ
ち

、
行
為

主
体

の
性
格

に

つ
い
て
、
①

権
利

義
務

能
力

、
②

行

動

能
力

、
③

責
任

能

力
を

メ

ル
ク

マ
ー

ル
と

し

て
析

出

す
る
。

そ

し

て



近
年

の
国
連

改
革

に
お

い
て
特
筆

す

べ
き

4

つ
の
文
書

か
ら
、
経

済
制

裁

主
体

、
対

象

の
変
化

を
確

認

す
る

と
も

に
、
③

の
責

任
概

念

の
明
確

化

の
課

題

に

つ
い
て
検

討

し

て

い
る
。

第

6
章

(二
村

ま

ど

か
)

は
、

国
際

刑
事

裁
判

へ
の
期
待

と

、
戦

犯

法

廷

へ
の
具

象
化

と

い
う
思

想

・
歴
史

的

お
よ
び

理
論

的
背

景

を
検

討

し
て

い
る
。

ニ
ュ
ー

ル

ン

ベ
ル
ク
裁
判

が

民
主
化

の
進

展

と
と

も

に
目

的

論
的

に
解

釈

さ
れ
、

普
遍

性

を
帯
び

て

い
く
過

程

を
描

き
、

同
時

に

「
裁

く
」

こ
と

へ
の
偏

重

と
和
解

と

い
う
課

題

を
指
摘

す

る
。

第

2
部
、

7
章

以
降

の
論

稿

は
、
従

来

の
国
際

関
係

論

で
看
過

さ
れ

が

ち

で
あ

る
国
際

社
会

の
歴
史
性

、

思
想
性

を
浮

き

彫
り

に
す

る
も

の

と
な

っ
て

い
る
。

第

7
章

(清
水

耕
介

)

は
、

国
家
安

全
保

障

か
ら

人
間

の
安

全
保

障

へ
と

い
う
力

点

の
変

化

の
持

つ
意

味

を
、

フ
ー

コ
ー

の
生

政
治

の
観

点

か
ら
読

み
解

く
。

す

な

わ
ち
、

人
間

の
安

全
保
障

論

が
普
遍

的

な
統

治

可

能
性

の
言

説

と
し

て
持

つ
意
味

に
着

目

し

た
論

稿

で
あ

る
。

第

8
章

(高
橋

良

輔
)

は
、

安
全

保
障

を
支

え

る
言
説

で
あ

る

「
恐

怖

」

の
政

治
的

機
能

に
着

目
し

、

そ
こ

に
国
家

が
政

治
空

間

の
境
界

の

画

定

と
内

へ
の
動
員

を
行

っ
て
き

た
と
指

摘

す
る
。

恐
怖

の
管

理

と

い

う
国
家

の
役

割

を
照

射

す
る
も

の
と
な

っ
て

い
る
。

第

9
章

(千

葉
尚

子
)
は
、

「
開

発
」
概
念

の
変

容

の
過

程

に
お

い
て
、

い
わ

ば
暗

黙
知

と
な

っ
て

い
る
援
助

者

と
被
援

助
者

の
関

係

の
非
対

称

性

を
、

文
化

人
類

学

に
お

い
て
し
ば

し

ば
言

及
さ

れ

る

モ
ー

ス
の

「
贈

与

」
の
概

念

を
手
掛

か
り
と

し

て
、

「
開

発
」
の

一
面
的

性
格

を
浮

か
び

上

が
ら

せ

る
。

第
1
0章

(與
那

覇
潤

)

で
は
、
東

ア
ジ

ア

の
地

域
社

会

か
ら
国

際
社

会

の
普

遍
性

へ
と
接
近

す

る
。

こ

の
中

で
従

来

の
ア
ジ

ア
論

の
限

界

と

「
近
代

」

と

い
う

歴
史

性
を

指
摘

し
、

そ

の
新

た
な
認

識

に
立

っ
た
国

際

社
会

の
再

構
成

の
可
能

性

を
示

唆

す
る
。

第

11
章

(土
谷

岳
史

)

は
、

E
U

の

シ
テ

ィ
ズ

ン
シ

ッ
プ
が

、
国
家

の
枠

を
超

え
た
多

元
的

市
民

像

を
示

す
と

と
も

に
、

E
U
市

民

は
加

盟

国

市
民

を
包

摂

し
、

そ

の
他

の
市

民

を
排
除

す

る
論

理

で
も
あ

る

こ
と

を

明

ら

か
に
す

る
。

第
12
章

(飯
笹

佐
代

子
)

は
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ
ア

に

お

い
て

「
白

豪

主

義
」

が

「
多
文

化

主
義
」

へ
、

と

シ

テ
ィ
ズ

ン
シ

ッ
プ

概
念

が
変

容

し
た
経

験

を
検
討

し

、
そ

れ
が

国
益

と
国

際
社
会

の
交

流

の
中

で
選

択

さ
れ

た
国
家

の
作

用

そ

の
も

の
で
あ

っ
た

こ

と
を
確

認
す

る
。

第

13
章

(鎌

田
真

弓
)

が
取

り
上
げ

る
の

は
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の

先

住

民

の
権

利

問
題

で
あ

る
。

こ

こ
で

は
、
先
住

民

と
国

家
、

外
部

集

団
と

の
関
係

性

に
着

目
し
、

権
利

要
求

運

動

の
動
態

を
グ

ロ
ー

バ
ル
、

ロ
ー
カ

ル

の
中

で

と
ら
え

な

お
そ
う

と
し

て

い
る
。

グ

ロ
ー
バ

ル
、
イ

ン
タ
ー
ナ

シ

ョ
ナ

ル
、

ロ
ー

カ

ル
と

い
う
浸
透

的

か

つ
重
層

的

な
空

間

の
成

立
が

議
論

さ

れ
る
今

日

に
お

い

て
、
「
国
際

社



会
」
を
問

い
直

す
意

義

は
ま

す
ま

す
高

ま

っ
て

い
る
。
本

書

の
試

み
は

、

そ

の
感

を
強

く

さ
せ

る
も

の

で
あ

っ
た
。

(渡
邉

智

明
)


